
 様式第１号 

審 査 基 準 整 理 票 

 
 

 

   処分名  史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 

 
 

  根拠法令名 文化財保護法  （条項）第１２５条 

  基準法令名   （条項） 

   所管部署   市民部文化財保護課 

  標準処理期間  ３０日   法定処理期間   

 【審査基準】 ・文書の名称【                           】 

        ・掲載図書等【                           】 

        ・内容    ■全部記載   □一部・項目のみ記載 

【現状変更等の許可基準】 

保存管理計画が定められている場合 

・当該保存管理計画に定められた基準に適合していると認められるか。 

保存管理計画が定められていない場合 

・現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものでないこと。 

・現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがないこと。 

・現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがないこと。但し、軽微な内容に限

る。 

 

  



 
 

 

 参 考 

 

【根拠法令】 

文化財保護法 

第１２５条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維

持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については

影響の軽微である場合は、この限りでない。 

 

  

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 


